
 

相模原市監査委員公表第１０号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、令和元

年１０月３日に実施した消防局の財務監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長か

ら通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

  令和元年１１月２７日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓    

 

 

同        橋 本 愼 一    

 

 

同        須 田   毅   

 

 

同        大 崎 秀 治    
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１ 監査対象事務 

負担金、補助及び交付金の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

  平成３１年４月２６日から令和元年１０月３日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和元年１１月１３日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

消防総務課の負担金、補助及び交付

金の支出に関する事務を調査したと

ころ、相模原市消防団運営交付金にお

いて次のような事例が見られた。 

（ア）相模原市補助金等に係る予算の執

行に関する規則(昭和４５年相模原 

市規則第２３号。以下「補助金規則」

という。)に基づく補助金等の額確

定通知書(以下「通知書」という。)

を消防団に通知していなかった。 

（イ）補助金規則に基づく補助事業等実

績報告書の添付書類に計算誤り、記

載漏れ及び誤記が散見された。 

補助金規則では、補助事業等実績報

告書等の審査により補助事業等の成

果が補助金等の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合するかど

うかを調査し適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金額等の額を確定

し、通知書により当該補助事業者等に

通知する旨が規定されている。今回の

事例では交付金額そのものに誤りは

なかったものの、審査に付された書類

平成３１年４月２６日から令和元年

１０月３日にかけて実施された財務監

査における指摘事項につきましては、次

のとおり改善措置を講じました。 

 

相模原市消防団に対し通知していな

かった額確定通知書につきましては、令

和元年７月１０日に当該団体へ通知し

ました。 

また、当該補助金に係る具体的な必要

書類を記載したチェックリストを８月

に作成し、予算執行時の決裁文書に添付

し活用することとしました。 

今後につきましては、チェックリスト

を基に必要書類の確認を複数の職員で

行い、適正な事務遂行に努めてまいりま

す。 

次に、補助金規則に基づく補助事業等

実績報告書の添付書類に計算誤り、記載

漏れ及び誤記があったことにつきまし

ては、修正が必要な書類について、作成

者である相模原市消防団に訂正依頼し

７月１２日に正しい内容で再提出を受
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には誤り等が散見され、補助事業の成

果が交付決定の内容等に適合するこ

とを示す通知書を発出することなく

支出に関する事務を完了していたこ

とは、補助金等の支出における公益

性、公平性及び透明性の確保という観

点において、疑念を生じさせかねない

不適正な事務処理と言わざるを得な

い。 

今後、補助金等の支出に関する事務

の執行に当たっては、改めてその重要

性を認識し、関係書類の記載内容を精

査・確認するとともに、事務処理方法

や確認体制を見直すなど、再発防止に

取り組まれたい。 

【消防総務課】 

 

 

 

 
 

けました。 

また、相模原市消防団に対し、提出書

類及び添付資料の確認を徹底するなど

再発防止の依頼を行い、７月１９日に行

われた「相模原市消防団方面隊長会議定

例会」の場において各分団を統括する方

面隊長に対し、報告書の記載例等が示さ

れた「相模原市消防団運営交付金の執行

について」が配付され、消防団長から改

めて書類の確認を徹底するよう再発防

止に係る指示が行われました。 

今後については、全ての所属職員が補

助金等事務の重要性を再認識し、消防団

からの提出書類を受領する全ての所属

において遺漏なく確認作業を実施でき

るようチェック体制の見直しを行い、再

発防止に努めます。 

【消防総務課】 

 


